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◎給付金をよそおった振り込め詐欺や個人情報の詐取(さしゅ)にご注意を！

平成 26 年 4月から消費税率が引き上げられたことに伴い、低所得者及び子育て世帯への

影響を緩和するため、暫定的・臨時的な措置として「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯

臨時特例給付金」を支給します。

鹿児島市では現在、支給の準備を進めているところですが、これらの給付金をよそおっ

た振り込め詐欺や個人情報の詐取(さしゅ)にご注意ください。

■振り込め詐欺や個人情報の詐取(さしゅ)とは

〇給付金の手続きをＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自動支払機）で行うなどと嘘を言

って、消費者にＡＴＭの操作をさせ金銭を振り込ませたり、給付金の手続きに必要と偽っ

て口座番号等を聞き出すような手口があります。

■アドバイス

〇鹿児島市や厚生労働省などがＡＴＭの操作をお願いすることは、絶対にありません。

〇ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

〇鹿児島市や厚生労働省などが、「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」を支

給するために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

○鹿児島市や厚生労働省などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、鹿児島市や最

寄りの警察署にご連絡ください。

■給付金コールセンター専用ダイヤル（給付金に関するお問い合わせはこちらへ）

Tel:099-803-9555

■鹿児島市消費生活センター

Tel:099-252-1919

■警察相談専用電話

Tel:♯9110

■バックナンバーはこちら

（携帯版）http://www.city.kagoshima.lg.jp/_33658.html

（スマホ・ＰＣ版）

http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/1kurashi/1-5syohiseikatsu/_33772/ab

cback.html

配信停止はこちら
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【問合せ先】 鹿児島市消費生活センター

〒890-0063 鹿児島市鴨池二丁目 25-1-31

電話 099-258－3611


